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金融商品-認識及び測定に関する論点

9-1 IAS第39号

IAS第39号「金融商品-認識及び測定」は複雑なルールを定めた基準であり、多くの企業にとって重要

な課題を提起する基準です。IAS第39号は金融商品の認識と測定に関する原則を定めた基準です。

9-2 基準の改正

IASBは2008年10月に「金融資産の分類変更」（IAS第39号「金融商品-認識及び測定」及びIFRS第7

号「金融商品-開示」の修正）を公表しています。この修正は、金融危機により生じた問題に対する

IASBの対応策の一つです。

修正内容としては、米国基準（US GAAP）の下で既に認められているものと類似した（しかし同一では

ない）資産の分類変更の可能性をIFRSに導入しています。

この修正により、以下のことが可能になります。

・ 特定の状況下で非デリバティブ金融資産について、損益を通じて公正価値評価を行う分類から、行

　 わない分類へ再分類すること。

・ 売却可能金融資産として分類していた資産について、当初、売却可能金融資産に分類していな　　

　 かったとしたら、貸付金及び債権の区分の定義を充足していた場合で予測可能な将来又は満期ま

　 で保有する意思及び能力がある場合には、貸付金及び債権の区分への変更ができるようになっ

   た。

この改正の適用期日は2008年7月1日であり、現時点では上記の再分類を行うことができます。

9-3 組込デリバティブ

組込デリバティブは多くの企業にとって、依然として課題の多い領域です。本20Trackerでは、第8章

において、転換社債に含まれる転換オプションが固定交換テストをクリアしなかった場合には、当該オ

プションを組み込みデリバティブとして会計処理を行うことについて、言及しました。

組込デリバティブは単に主たる契約に付随したデリバティブです。すなわち、組込デリバティブは個別

の契約が必要となるものではなく、他の金融商品もしくは非金融取引に組込むことができるものであ

り、デリバティブ期間においては、あたかも独立したデリバティブのように機能するものです。

組込デリバティブを認識する上で重要な問題の一つは、組込デリバティブの多くが市場習慣や一般

的な契約締結を通じて気づかずに作り出されているということです。

金融工学によって意図的に作り出された組込デリバティブはより容易に認識できます。

一般的な例としては、早期払オプション（発行者が早期に債権を払い戻すオプションを持つ）や外貨

売り注文・買い注文があります。

組込デリバティブは、それが主契約と密接な関連性にあるとみなされる場合を除いて、主契約と切放

し、独立したデリバティブと同様に、損益を通じて公正価値評価を行うことが求められます。

何が密接な関連性に該当するのかについては、IAS第39号に詳細なルールが定められています。
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金融商品の契約条項を明確に理解し、それに基づいて個々の金融商品を見ることは極めて重要で

す。

通常、企業は組込デリバティブの公正価値評価をするために専門家の助けを必要とするので、決算

の最後になって組込デリバティブに取り組むようなことがあれば、企業の決算がスケジュールどおりに

進まなくなる可能性もあります。

9-4 ヘッジ会計

IFRSの下では、ヘッジ会計を純粋に適用するかどうかについて企業が選択できるものですが、企業は

ヘッジ対象をヘッジするためのデリバティブから生じる利益の変動性を低減するために、ヘッジ会計

の適用を選択する可能性があります。

しかし、ヘッジ会計は自由に選択可能というわけではありません。

ヘッジの開始時に、規定された詳細な文書化が要求されているので、期末の財務報告プロセスまで

の間にヘッジ会計の適用を決定するということはできないのです。

しかも、多くのヘッジはIAS第39号の詳細なルールによってヘッジ会計適用対象外とされています。

加えて、交渉をするための複雑な有効性テストを行わなければなりません。

ヘッジ会計の適用に際して、論点となりうるものとして注意が必要なのは次のようなことです。

・ ヘッジについて詳細に文書化しなければなりません。文書化においては、ヘッジ対象とヘッジ手段

　を明確にし、頻度を含めて有効性テストがどのように行われているかを認識する必要があります。

・ 有効性をテストする-ヘッジの無効性はほんとうにゼロでしょうか？

　我々の経験に基づくと、有効性が100%となることはほとんどないと考えられることから、ヘッジの無効

　性の影響が開示されていることが期待されているでしょう。

・ キャッシュ・フロー・ヘッジでリサイクルを行う場合には、会計処理を行い、財務諸表上で開示する必 

  要があります。

キャッシュ・フロー・ヘッジが存在する場合には、ヘッジ手段の累積的公正価値の再測定値のリサイク

ルを財務諸表に含めることが期待されています。

純資産に繰り延べられた公正価値の再測定値は、ヘッジ対象が損益に影響を及ぼすようになったと

き、あるいはヘッジ対象が非金融資産または負債と認識された際に、リサイクルが必要となります。

9-5 金融資産の減損

損益を通じて公正価値で測定されない金融資産については、IAS第39号が定める減損が要求されま

す。

現在の経済状況下では、減損を求められることは財務諸表に極めて重大な影響を及ぼす可能性があ

ります。重要論点のいくつかを以下で議論します。

IAS第39号の減損モデルは、2段階のアプローチを採用しています。

第一段階では、企業は各報告期間末に金融資産の減損を示す客観的な証拠があるかどうか調査し

ます。

第二段階では、減損を示す証拠が存在した場合には、企業は減損の金額を決定し、減損損失を包括

利益計算書に記録します。

IAS第39号が規定する測定カテゴリ間で減損損失の測定と認識のルールは大きく異なります。

償却原価で測定される金融資産についてはまず、重要性のある金融資産ごとに、客観的な減損の証

拠が存在するかどうか調査します。
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重要性がなく個別に減損を検討しなかった金融資産については、類似の資産をグループ化して減損

の検討を行います。

資産の簿価と見積り将来キャッシュ・フローの現在価値の差額を減損損失の額とします。

売却可能な持分投資については、公正価値が取得価額を下回っている場合に、それが減損によるも

のであるかどうかを検討することが最も重要です。

減損により公正価値が取得価額を下回っている場合には、減少部分を持分から減額し、包括利益計

算書で費用として認識しなければなりません（いわゆる、再分類の調整）。

それらの金融資産が減損するのは、客観的な減損の証拠がある場合か、公正価値に重要かつ継続し

た低下がみられる場合です。

個々のケースに固有の事実や状況を注意深く分析し、それに基づく判断が求められています。

売却可能な持分投資の減損損失は損益として認識されますが、損益を通じて戻し入れることはできま

せん。

売却可能負債商品については、減損の客観的な証拠はIAS第39号にある負債型資産についての基

準に基づき、概して債務者が返済困難に陥っている可能性がある証拠として記載されることがありま

す。

売却可能負債商品の減損損失は包括利益計算書で認識され、ある状況下では損益を通じた戻入れ

が行われます。
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金融商品‐開示

10-1 IFRS第7号の重要課題

IFRS第7号「金融商品-開示」が2007年1月1日以降開始事業年度から適用されました。

この基準によって金融商品に関する開示内容がより広範囲となり、IFRSに準拠して作成されている財

務諸表に重大な影響をもたらすこととなりました。

世界的に景気が悪化している現在においては、その影響は、とりわけ重要であるといえます。

IFRS第７号が実際に適用された結果、その開示について様々な困難があることがわかりました。

そこで、この章では主な開示上の諸問題について以下に列挙します。

なお、IFRS第７号については、2009年1月1日以降開始事業年度から適用開始の改正IFRS第７号に

留意すべきなのは言うまでもありません。改正IFRS第７号は10-9に記載されていますので参照してく

ださい。

10-2 IAS第39号の分類ごとの開示

IFRS第7号第8項では、財務諸表に含まれる金融商品の認識と測定について規定したIAS第39号「金

融商品‐認識及び測定」で定義されている分類ごとの開示が要求されています。これらは通常注記と

して開示されますが、省略されたり、誤っていたりするケースがしばしばありました。根本的に、企業は

IAS第39号に準拠し、かつIFRS第7号の開示を可能にするため、金融商品を認識し、分類できなけれ

ばなりません。

10-3 満期分析及び流動性リスク

IFRS第7号のAppendix Bに、企業が従うべき詳細なルールが定められています。留意すべきキーポイ

ントを以下に列挙します。

・ 分析は、買掛金も含む金融負債や、ファイナンスリースのようにIAS第39号の範囲には入っていない  

   がIFRS第7号の対象となっている項目のすべてを対象とする

・ 満期分析で記載される金額は、約定の割引前キャッシュ・フローとする（そのため、その金額は貸借

   対照表の計上額とは異なる）

・ 分析に用いる期間は、最も早くその支払いが要求される可能性のある日にすべきである

満期分析は、ビジネスで利用されている情報に基づいて企業がどのように流動性リスクを管理してい

るかに関するサマリーデータに情報を付加しているという事実において重要です。また、流動性リスク

がどのように管理されるかについて説明することも同様に重要です。例えば以下のようなものがありま

す。

・ ファシリティローンの未引き出し分

・ 資金調達手段の重要な集中

・ 現金支払い義務を履行するための適切な期間内で金融資産を売却する能力
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